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第６回青森地方最低賃金審議会議事録 

 

１  日 時  令和５年１０月１６日（月）午後１時３０分～午後１時４９分 

２  場 所  青森合同庁舎４階 共用会議室 

３  出席者 

【委 員】 公 益 委 員 石 岡 委 員 森 宏之委員 飛 鳥 委 員 森 理恵委員 中 村 委 員 

労働者委員 赤 間 委 員 秋田谷委員 野 坂 委 員 保土澤委員 金 渕 委 員 

使用者委員 小山田委員 田 中 委 員 藤 井 委 員 小 野 委 員 小山内委員 

【事務局】 井嶋青森労働局長 上野労働基準部長 八木澤賃金室長 佐藤室長補佐 長尾事務官 

４ 開会 

（事務局） 

 定刻になりましたので、ただ今より、第６回青森地方最低賃金審議会を開会いたしま

す。 

 本日の委員の出欠ですが、全員出席されていることを御報告いたします。 

 本日の審議会は、公開となっておりますので、傍聴人の募集公示をしましたが、希望

者はありませんでしたので、御報告いたします。 

 なお、報道機関の皆様が入室しておりますことを併せて報告いたします。 

 それでは、以後の議事進行につきましては、石岡会長、よろしくお願いいたします。 

 

（石岡会長） 

 よろしくお願いします。 

 本日は、自動車小売業と各種商品小売業の最低賃金で２業種について金額改正の審議

を進めたいと思います。 

 まずはじめに、この２つの業種の専門部会の審議が終了いたしましたので、各部会長

から報告をお願いいたします。 

 ただ、自動車小売業については、会長である私が部会長でもありましたので、代理で

ある森 宏之委員から報告をお願いいたします。 

 

（森 宏之会長代理） 

 それでは、私からは、１０月１０日に審議された、青森県自動車小売業最低賃金と１

０月６日と１０月１３日に審議された、青森県各種商品小売業最低賃金について報告い

たします。 

 はじめに、お手元にございます別添１資料の１ページの青森県自動車小売業最低賃金

の改定決定に関する報告書を御覧ください。 

 当専門部会は、令和５年９月１２日、青森地方最低賃金審議会において付託された青

森県自動車小売業最低賃金の改正決定について慎重に審議を重ねた結果、別紙１のとお

りの結論に達したので報告する。 

 別紙１の２ページを御覧ください。 
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 こちらの４のところでございますが、前号の労働者に係る最低賃金額は、１時間９２

３円ということで、別紙２の委員により全会一致で結審しております。 

 次に青森県各種商品小売業最低賃金ですが、別添資料２のお手元の資料の５ページに

あたりますが、こちらの文言は同じですので、こちらは、表書きの文言は省略させてい

ただきます。 

 こちらの６ページ目、同じく４番、前号の労働者に係る最低賃金額は、１時間９２１

円ということで全会一致で結審しております。 

 なお、両業種とも発効日は１２月２１日となります。 

 部会報告は以上ですが、各専門部会の審議の内容は、事務局から提供されている資料

№３に示されております。 

 以上です。 

 

（石岡会長） 

 ありがとうございました。 

 ただ今の部会報告につきまして、何か御質問はございませんか。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、お諮りをいたします。 

 ただ今、報告がありました自動車小売業４円、各種商品小売業３９円をそれぞれ引き

上げとする各専門部会長報告のとおり改正することとしたいと思いますが、異議はござ

いませんか。 

 

（各委員） 

異議なし。 

 

（石岡会長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、２業種とも専門部会長報告のとおり、本審として決定をいたしました。 

 次に効力発生日についてですが、２業種とも例年どおり１２月２１日とすることでよ

ろしいでしょうか。 

 

（各委員） 

異議なし。 

 

（石岡会長） 

 ありがとうございます。 

 異議がないということですので、効力発生日につきましては、令和５年１２月２１日

の発効と決定いたします。 

 以上の内容で当審議会として、青森労働局長あて答申することといたします。 
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 お手元に答申文の写しを配付させていただきましたけども、この案について、何か御

意見等はございますでしょうか。 

 

（各委員） 

 なし。 

 

（石岡会長） 

 よろしいでしょうかね。 

 それでは、この答申文をもちまして答申することといたします。 

 

（事務局） 

 それでは、答申に移らせていただきます。 

 本審議会の石岡会長から井嶋青森労働局長に対し答申をお願いいたします。 

 

（石岡会長が答申文を読み上げて、井嶋労働局長へ答申文を手交） 

 

 令和５年１０月１６日 

 青森労働局長 井嶋 俊幸 殿 

 青森地方最低賃金審議会会長 石岡 隆司 

 青森県特定産業別最低賃金の改正決定について答申 

 当審議会は、令和５年９月１２日付け青労発基０９１２第１号をもって貴職から諮問

のあった標記について、慎重に審議を重ねた結果、別紙１から２のとおりの結論に達し

たので答申する。 

 以上です。 

 

（事務局） 

 ありがとうございました。 

 以上をもちまして、答申を終わらせていただきます。 

 続きまして、井嶋労働局長から、お礼の御挨拶を申し上げます。 

 局長、お願いします。 

 

（労働局長） 

 ただ今、石岡会長より、青森県特定最低賃金の２業種の改正に係る答申をいただきま

した。 

 これら２業種につきましては、去る９月１２日に諮問させていただき、各専門部会に

おいて慎重な御審議を賜わり、結論を得ることができました。厚く御礼申し上げます。 

 また、残る鉄鋼業及び電気機械器具等製造業につきましては、本日までに部会での結

審が得られませんでしたので、引き続き御審議をお願いしたいと考えております。 
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 本日、答申いただきました２業種の特定最低賃金につきましては、異議申出の手続き

を行った後、改正決定を行い、令和５年１２月２１日の発効に向けて、官報公示等所要

の事務手続きを進めて参ります。 

 委員の皆様には、これまでの御審議に対しまして、重ねて厚く御礼を申し上げて、御

礼の挨拶といたします。 

 誠にありがとうございました。 

 

（事務局） 

 それでは、引き続いて、石岡会長に議事進行のほど、よろしくお願いいたします。 

 

（石岡会長） 

 それでは、議題のその他ということになりますが、事務局から資料の説明をお願いし

ます。 

 

（事務局） 

 事務局から資料の説明をさせていただきます。 

 まず、会議次第のホチキス留めしたものでございますが、こちらについて資料につい

て御説明いたしたいと思います。 

 めくっていただきまして、資料№１のところの１ページ目でございますが、これは部

会の委員の先生方の名簿でございます。 

 これら委員の皆様にご審議いただきました。 

 ３ページ目でございますけれども、日程でございます。 

 ８月１０日に審議をお願いしました、最低賃金改定の「必要性有無の諮問」以降の審

議会開催日程を示しているところでございまして、途中でですね第２回専門部会を組む

こととなりまして、それから変更になったものも追加して示しているところでございま

す。 

 ９月２９日から１０月１３日の間に各専門部会でご審議いただき、自動車小売業と各

種小売業の２業種がそれぞれ結審となり、本日、答申をいただいているところでござい

ます。 

 ４ページ目以降の資料№３でございますけれども、こちらは、専門部会の審議の経過

でございます。 

 このうち、自動車小売業、各種小売業の専門部会におきましては、労使双方の歩み寄

りによりまして、最終的には全会一致で結論をいただいたところでございます。 

 なお、鉄鋼業と電気機械製造業専門部会におきましては、継続審議となっているとこ

ろでございます。 

 金額の幅としまして、鉄鋼業は労側が３８円、使側が２７円、また、電気機械製造業

は、労側４２円、使側２７円がそれぞれ歩み寄っているところでございます。 

 続きまして、７ページ目でございますけれども、こちらは、全国の地域別最低賃金の
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決定の状況でございます。 

 青森県は９８９円として、１０月７日に発効をしているところでございます。 

 なお、この青森県最低賃金の周知につきましては、行政機関や主要団体、施設等にポ

スターの配布をしているところでございまして、今後とも工夫をしながら周知を図って

参る予定でございます。 

 続きまして、資料№５の８ページにございますけれども、こちらの最低賃金の改定状

況でございますけれども、大変申し訳ございません。このうち、地域別最低賃金の引き

上げ率のところでございますけれども、地域別最低賃金３.７７、これは、すみません、

前年の数字のもので、それは５．２８でありまして、自動車のものについては３．２６、

これは０．４４。すみません、３．２６とありますが、０．４４でございまして、正し

くは、資料№６の方に年度別推移がございます。こちらの数字の方は正しいものでござ

います。 

 この数字が誤っているものにつきまして、申し訳ございません、おって資料の差し替

えをしまして、各委員には正しい表に修正したものを配付、送付させていただく予定と

しますので、何卒、御了承をお願いいたしたいと思います。 

 最終のページ、１０ペーパー目、資料№７でございますけれども、そちらは、本日の

答申から公示を経て、発効日に至るまでの流れを示したものでございます。 

 まず、改正の公示でございますけれども、本日付けで答申の内容と異議申出の公示を

行います。公示の期間は１５日と規定されておりますので、公示は、本日、１０月１６

日から１０月３１日まですることなります。 

 異議申出の期間は、１０月３１日の火曜日の夜の１２時まで、２４時までとなります。 

 異議申出がなされた場合は、１１月６日に第７回本審を開催し、審議をお願いするこ

ととなります。 

 仮に異議申出があった場合には、申出があった旨、直ちに皆様にメールでお知らせを

いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 一方、異議申出がなかった時も、念のため、１１月１日の朝を目途にメールで御連絡

いたしますが、１１月６日、審議会を開催しないということになりますので、御承知お

きください。 

 なお、産業別最低賃金に関して、過去に異議申出がなされたことはなかったことでご

ざいますので、その点についても、付け加えさせていただきます。 

 次に異議申出期間経過後は、１１月１５日に改正の公示を官報に掲載する予定でおり

ます。発効日につきましては、先ほど御審議いただいており、１２月２１日の指定発効

となることとなります。 

 改めまして、３ページ目の審議日程の表を改めて御覧いただければと思いますけども、

こちらに一番最後ところの第１０回、来年３月２１日までのものを本審の予定としてお

りますけども、今年度の本審の予定をこのように事務局としては配置しているところで

ございますが、３月の審議会では、来年度の産業別最低賃金改正に関する意向表明の議

事ということになります。 
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 ３月の審議会の具体的な予定については、本来であれば、改めて日程の確認、皆様に

確認した上でもって設定をしたいというところではございますけれども、事務局としま

しては、３月２１日の開催と考えておりますので、何とかよろしくお願いいたします。 

 最後に鉄鋼業と電気機械製造業専門部会についての御報告でございますけれども、先

ほども御説明いたしましたが、鉄鋼業専門部会は９月２６日に専門部会を、また、電気

機械製造業につきましては、１０月５日に専門部会を開催しましたが合意に至らず、先

ほど御説明したとおり、継続審議となっているところでございます。 

 委員の日程調整を図った結果、鉄鋼業は１１月１４日、電気機械器具製造業は１０月

３１日に第２回専門部会をそれぞれ開催することとしております。 

 鉄鋼業と電気機械器具製造業専門部会が結審した後、再度、本日と同じく答申を行う

本審を開催することとしておりまして、１１月２１日、午後１時３０分から第２合同庁

舎１階会議室での開催を予定しているところでございますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 この経緯によりまして、鉄鋼業と電気機械器具製造業の最低賃金発効につきましては、

本日決定しました２業種の発効日、１２月２１日から遅れまして、最短でも令和６年１

月１９日になる見込みであることを申し添えます。 

 配付しております１枚ものの資料でございますけれども、参考としまして、本年８月

１０日の本審での答申につきまして、県内の中小企業、小規模事業者の労務費の上昇分

が適切に転嫁されるよう、発注者の誠実な価格交渉を促進する等実行ある取組を行うこ

ととする政府への要望が当青森地方最低賃金審議会長から出されたことを受けまして、

１０月１１日に青森労働局長から青森県知事あて、要請文を発出しまして、同日、県の

商工労働部長あてに手交していることを御報告いたします。 

 事務局からは以上でございます。 

 

（石岡会長） 

 ただ今の事務局の説明について、何か御質問等はございませんか。 

 どうぞ。 

 

（森 宏之委員） 

 これは、単なる印刷上の間違いなんですけども、今の御説明いただいた資料の４ペー

ジの上から２行目で、鉄鋼業の部会長に森 宏之と、その後、石岡先生の名前がそのま

まだぶっていますので、これは、単なる印刷上のミスではないかなと。 

部会長が２人ということはない。 

 

（事務局） 

申し訳ございません。 
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（石岡会長） 

 ということでございます。 

 他には何かございますか。 

 よろしいでしょうか。 

 あと、事務局から何か。 

 

（事務局） 

 すみません、本日の配付しました資料につきまして、基本的な間違いがございました

ので、訂正しましたものを速やかに皆様に改めて御送付させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

 大変申し訳ございませんでした。 

 

（石岡会長） 

 それでは、まだ、鉄鋼と電気機械、２つが残っておりますので、こちらの専門部会の

方は、また引き続きよろしくお願いいたします。 

 それでは、本日の審議会は、これをもって閉会としたいと思います。 

 どうもありがとうございました。 


